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（4）環境アセスメントの手続
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法によるアセス不要 

地方公共団体のアセス条例へ 

事業者が十分に調査・予測・評価・ 
環境保全対策の検討を行います。 
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事業 査 予測 評価業者が十分に調査
環境保全対策の検討を行います。 境保全対策の検討

意 見

対象事業の決定

計画段階の環境配慮

環境アセスメント方法の決定（スコーピング）

環境アセスメントの実施

環境アセスメントの結果について意見を聴く手続

環境アセスメントの結果の事業への反映

環境保全措置等の結果の報告・公表

第2種事業の判定
（スクリーニング）

アセス必要

意  見
（都道府県知事）

事業概要 主務大臣

判定

環境大臣の意見 

免許等を行う者等の意見 

※1：「免許等を行う者等」には①免許等をする者のほか、②補助金等交付の決定をする者、 
         ③独立行政法人の監督をする府省、④直轄事業を行う府省が含まれます。 

第 1種事業 第 2種事業

※第 2種事業の場合、計画段階配慮の環境配慮の検討は 
　任意で実施します。 

※スクリーニングは第 2種事業 
　のみ実施します。 

事後調査の実施

環境大臣の意見 

主務大臣の助言 

公表後の 1カ月半の間、誰でも 
意見を出すことができます。 

市町村長の意見を聴いて都道 
府県知事が意見を出します。 

公表後の 1カ月半の間、誰でも 
意見を出すことができます。 市町村長の意見を聴いて都道 

府県知事が意見を出します。 

※対象事業の影響範囲が政令で定める一つの市の区域に限られる 
　場合、市から事業者へ直接意見が提出できます。 

※対象事業の影響範囲が政令で定める一つの市の区域に限られる 
　場合、市から事業者へ直接意見を提出します。 

届出 

第 1種事業 第 2種事業

※1

手続の主な流れ 手続への関わり 

配慮事項の検討結果 
（配慮書） 

アセスの項目・方法の案 
（方法書） 

アセス結果の案
（準備書）

アセス結果の修正
（評価書）

アセス結果の確定
（補正後の評価書）

報告書の作成

報告書の公表

配慮事項の検討結果 
（配慮書） 

アセスの項目・方法の案 
（方法書） 

アセス結果の案
（準備書）

アセス結果の修正
（評価書）

アセス結果の確定
（補正後の評価書）

報告書の作成

報告書の公表

環境アセスメントの手続の流れ




